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「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」

【定員】　１５人（先着順）

【参加費】　無料

【持ち物】　運動着・タオル・上靴・

　飲み物

【応募締切】　９月１０日（金）

【申込方法】　電話または市民プール

　受け付けに直接申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】　　

　市民プール　

　緯 0220（22）5492

　始まりました
　光ファイバー整備工事　

　敬老感謝
　健康イス体操教室

　生活習慣病・膝痛・腰痛などの予

防・改善を目的とした体操教室を開

催します。体力に自信のない人でも

気軽にご参加ください。

【日時】　９月１２日（日）

　午前１０時３０分～１１時３０分

　市のスポーツ振興を支える関係団

体が主体となって開催します。

【日時】　１０月１１日（月）体育の日

　開会式：午前９時～

※その他詳細については別途配布す

るチラシをご覧ください。

【問い合わせ】　登米市スポーツまつり

　実行委員会事務局　

　（教育委員会生涯学習課内）

　緯 0220（34）2698

　廃棄物の不法投棄は、わたしたち

の清らかな生活環境の破壊につなが

り、法律でも禁止されています。

　市では、県などと協力し、不法投

棄防止のための巡回パトロールなど

を実施していますが、不法投棄はな

かなか後を絶ちません。

　この素晴らしい登米市の環境を子

どもたちに残すため、不法投棄は、

「しない・させない・許さない」とい

う意識を持ち根絶しましょう。

【問い合わせ】　市民生活部　環境課

　緯 0220（58）5553

【日時】　９月１９日（日)

　午前９時～正午

【場所】　消防防災センター

【申込期限】　９月１３日（月）まで

【申込方法】　消防署・各出張所にあ

　る受講申込書に必要事項を記入の

　上、直接提出または電話で申し込

　みください。

【問い合わせ】　消防署救急係　

　緯 0220（22）2119

　広報とめ８月号でお知らせしまし

た光ファイバー整備事業について、

８月下旬から工事が始まりました。

工事は、光ファイバーケーブルを既

設電柱（東北電力やＮＴＴ東日本）

に付け加えていくものです。

　国道や県道および市道では、片側

通行などによる規制が行われる場合

もありますので、交通誘導員の指示

に従って、通行してください。

【問い合わせ】　企画部企画振興課　

　情報システム係　

　緯 0220（22）2147

　9月の普通救命講習会

　９月は
　廃棄物不法投棄強化月間

　第５回
　登米市スポーツまつり

　髙倉勝子美術館開館１周年を記念

して美術館収蔵の未公開作品や髙倉

勝子さん個人が所蔵する作品を多数

展示公開します。

【開催期間】　※開催期間中は無休

　９月１１日（土）～１０月３１日（日）

【時間】　午前９時～午後４時３０分

【場所】　髙倉勝子美術館　常設展示

　室および多目的室

　※９月１１日は、午前９時３０分から

　のオープニングセレモニー終了後

　の入館となります。

【観覧料（常設展含む）】　

　一般＝２００円、高校生＝１５０円、

　小・中学生＝１００円

　※２０人から団体割引で２割引きに

　なります。

　※小学生未満および身体障害者　

　（介護人１名同行可）は無料。

【問い合わせ】　髙倉勝子美術館

　緯 0220（52）2755

　髙倉勝子美術館
　特別企画展「悠・風・流」

農地の無断転用をなくしましょう

　農地は、大切な食料を生産するみんなの財

産です。

　住宅、倉庫、資材置場、駐車場などとして

農地の利用方法を変更する場合は、たとえ一

時的でも転用の手続きが必要です（場合に

よっては転用できないこともあります）。

　農地を農地以外として利用する場合は、事

前にお近くの農業委員または農業委員会事務

局、各総合支所農業委員会担当へご相談くだ

さい。

　なお、農地法が改正され、違反転用した場

合の罰金額の大幅な引き上げと県知事による

行政代執行制度が創設されました。

【問い合わせ】　農業委員会事務局　農地管

　理係　緯 0220（34）2317

　各総合支所農業委員会担当（各総合支所地

　域生活課内）
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「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」

　市営住宅入居者募集

　夜間相談窓口開設日

　納税に関する相談に応じます。

【日時】　９月３０日（木）

　午後８時まで

【場所】　市役所迫庁舎１階

　総務部税務課　徴収対策係

【問い合わせ】

　総務部税務課　徴収対策係

　緯 0220（22）2169

　９月の
　多重債務110番の日

市営住宅

◆豊里上屋浦住宅４－３号

　（豊里町上屋浦２１３番地）

　募集戸数　１戸（３ＤＫ）

　家賃月額　12,300円～18,300円

　駐車場　なし

【募集対象者】

　現に住宅に困っている世帯

【入居資格】　

　①入居収入基準が15.8万円以下で

　あること（小学校就学前の子ども

　のいる世帯、身体障害者、６０歳以

　上の人は２１.4万円以下）。

　※収入基準の算出は、入居予定者

　の合計所得から世帯主以外の入居

　予定者一人につき３８万円を控除し、

　１２カ月で割った金額。　

　②同居する親族がいること（婚姻

　予定も可）。

　※原則として単身での入居はでき

　ませんが、  ６０歳以上の人（ただし、

　特例として平成１８年４月１日現在

　で５０歳以上の人も可）、身体障害者

　（１～４級）・精神・知的障害者の人

　は単身入居することができます。

　③入居者全員に市税の滞納がない

　こと。

　④現に市営住宅に入居している人

　は、申し込みできません。

　⑤申込者または同居予定者が暴力

　団員でないこと。

特定公共賃貸住宅

◆豊里新町特定公共賃貸住宅

　（豊里町新町５番地１）

　募集戸数　１戸  (３LDK）

　家賃月額　46,０00円～55,０00円

　駐車場　なし

◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅

　（津山町柳津字本町６７番地）

　募集戸数　１戸  (１LDK）

　家賃月額　30,０00円～47,０00円

　駐車場　あり

【入居資格】

　①所得基準が15.8万円以上48.7万

　円以下であること。

　※所得基準の算出は、入居予定者

　の合計所得から世帯主以外の入居

   予定者一人につき３８万円を控除し、

　１２カ月で割った金額。

　②自ら居住するために住宅を必要

　とする人。

　③同居する親族がいること（婚姻

　予定も可）。

　④入居者全員に市税の滞納がない

　こと。

　⑤申込者または同居予定者が暴力

　団員でないこと。

・共通事項

【申し込み】　各総合支所地域生活課

　産業建設係

　※各住宅に重複して申し込みする

　ことはできません。

【申込期限】　

　９月１５日（水）期限厳守

【問い合わせ】

　建設部建築住宅課　住宅管理係

　緯 0220（34）2316

【日時】　６日（月）、１３日（月）、　　

　２１日（火）、　２７日（月）

　午前９時～午後８時

▼１９日（日）午前９時～午後５時

【場所】　市役所中田庁舎２階

【相談料】　無料

【相談電話番号】

　緯 0220（34）2308　※直通

【問い合わせ】　産業経済部商工観光

　課　商業振興係

　緯 0220（34）2734

　小中学生の登下校が始まっています。

運転者は次の点に注意しましょう。

○横断歩道付近で子供を見かけたら徐

　行しましょう。

○自転車、歩行者の側を通行する際に

　は十分なスペースを空けるようにし

　ましょう。

※これから夕方は、暗くなるのが早く

なるので、歩行者は反射材を靴に貼っ

たり、タスキを利用したりするなど、

運転者が認識できるようにし、事故に

遭わないように注意しましょう。

運転者も歩行者も
お互いが注意し合いましょう！


